
国立大学法人東京外国語大学苦情処

理委員会規程

平成18年 3月28日

規 則 第 2 6 号

改正 平成21年 3月31日規則第23号 平成24年 3月27日規則第28号

平成27年 3月24日規則第10号

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則（平成１６年規則第５２

号）第６３条第１項、国立大学法人東京外国語大学非常勤職員就業規則（平成１６年規

則第６８号）第６２条第１項、国立大学法人東京外国語大学特定有期雇用職員就業規則

（平成２０年規則第２６号）第７２条及び国立大学法人東京外国語大学短時間勤務特定

有期雇用職員就業規則（平成２４年規則第９０号）第６１条の規定に基づき、職員から

の給与、労働時間、勤務評定、日常の労働環境、不利益処分等に関する苦情の申出及び

相談（以下「苦情相談」という。）に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定

めるものとする。

（申出）

第２条 職員は、苦情相談があるときは、文書、電話、ファクシミリ、電子メール、口頭

等で第４条に定める苦情相談員に申し出ることができる。

（苦情相談員及び苦情処理委員会）

第３条 苦情相談に対応するため、苦情相談員（以下「相談員」という。）及び苦情処理

委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（相談員）

第４条 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 大学院総合国際学研究院長が推薦する者２名

(2) 大学院国際日本学研究院長が推薦する者１名

(3) アジア・アフリカ言語文化研究所及び事務局の長が推薦する者各１名

(4) 職員過半数代表者が推薦する職員 １名

(5) 職員過半数代表者が推薦する非常勤職員 １名

(6) その他学長が必要と認めた者

２ 前項の相談員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、相談員に欠員を生じた

場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 相談員の氏名及び連絡先については、ホームページ、掲示等の方法により周知するも

のとする。

４ 相談員が苦情相談を受けた場合は、当該苦情の内容等を当事者の同意を得て、速やか

に委員長に報告しなければならない。

（委員会）

第５条 委員会は、理事のうち学長が指名する者１名及び前条第１項に定める相談員をも

って組織する。



２ 委員会に委員長を置き、委員長は、理事をもって充て、副委員長は、委員長が指名し

た者をもって充てる。

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

４ 当該相談の審議にあたっては、苦情内容が適切に解決するよう努めるものとする。

５ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことはできない。

６ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによ

る。

７ 委員会は、公開としない。

８ 委員会は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（議案の処理）

第６条 委員会は、第４条第４項の報告を受けたときは、当事者等に係る事情聴取等事実

関係の確認を行うものとする。

２ 委員長は、委員会の審議結果について学長に報告するものとする。

３ 学長は、前項の報告を受け、適切な措置を講ずるものとする。

（相談員等の義務）

第７条 相談員及び苦情相談に係った者は、当事者のプライバシー、名誉その他人権を尊

重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（不利益取扱いの禁止）

第８条 職員は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこ

と等に起因して不利益な取扱いは受けないものとする。

（受付相談件数の公表）

第９条 委員会は、委員会が受付けた苦情相談件数を年１回公表するものとする。

（庶務）

第１０条 苦情相談に関する庶務は、関係部局の協力を得て、人事労務課において処理す

る。

（雑則）

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定めることができ

る。

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行し、改正後の国立大学法人東京外国語大学苦

情処理委員会規程第１０条の規定は、平成２１年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。


